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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交する前後方向及び幅方向と、
　前記前後方向の中央を含む股下域、前記股下域よりも前側に位置する前側域及び前記股
下域よりも後側に位置する後側域と、
　少なくとも前記股下域及び前記前側域に配置された吸収コアと、
　前記吸収コアの非肌対向側に位置する非肌面シートと、を有する吸収性物品であって、
　前記吸収コアには、前記股下域において前記前後方向に延びる一対のサイドスリットと
、前記サイドスリットの前端縁に連なり、かつ前記前側域において前記前側に向かって前
記幅方向の外側に延び、着用者のそけい部に合わせる一対の補助スリットと、が設けられ
ており、
　前記補助スリット及び前記サイドスリットは、前記吸収性物品の肌面側及び前記吸収性
物品の非肌面側から視認可能であり、
　前記非肌面シートは、前記吸収性物品の非肌面側から視認可能な印刷部を有し、
　前記印刷部は、前記補助スリットの外側縁に重なる第１印刷部と、前記サイドスリット
の外側縁に重なる第２印刷部と、を有し、
　前記第１印刷部は、前記補助スリットの外側縁に重なり、かつ前記前後方向に延びる領
域のみに設けられ、
　前記第２印刷部は、前記サイドスリットの外側縁に重なり、かつ前記前後方向に延びる
領域のみに設けられている、吸収性物品。
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【請求項２】
　互いに直交する前後方向及び幅方向と、
　前記前後方向の中央を含む股下域、前記股下域よりも前側に位置する前側域及び前記股
下域よりも後側に位置する後側域と、
　少なくとも前記股下域及び前記前側域に配置された吸収コアと、
　前記吸収コアの非肌対向側に位置する非肌面シートと、を有する吸収性物品であって、
　前記吸収コアには、前記股下域において前記前後方向に延びる一対のサイドスリットと
、前記サイドスリットの前端縁に連なり、かつ前記前側域において前記前側に向かって前
記幅方向の外側に延び、着用者のそけい部に合わせる一対の補助スリットと、が設けられ
ており、
　前記補助スリット及び前記サイドスリットは、前記吸収性物品の肌面側及び前記吸収性
物品の非肌面側から視認可能であり、
　前記補助スリットの前記幅方向の長さは、前記サイドスリットの前記幅方向の長さに対
する１／２以下である、吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収コアは、前記吸収コアの最大幅よりも前記幅方向の長さが短いくびれ部を有し
、
　前記補助スリットの前端縁は、前記くびれ部よりも前側に位置し、
　前記補助スリットの後端縁、前記サイドスリットの前端縁、及び前記サイドスリットの
後端縁は、前記前後方向において前記くびれ部が配置された領域に位置する、請求項１又
は請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記サイドスリットは、前記前後方向に沿っており、
　前記前記サイドスリットの前端縁及び後端縁は、前記股下域に位置する、請求項３に記
載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記幅方向において前記サイドスリットの間に位置し、かつ前記前後方向に延びる中央
スリットを有しており、
　前記サイドスリットの後端縁は、前記中央スリットの後端縁よりも前側に位置する、請
求項１から請求項４のいずれかい１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記吸収性物品は、前記吸収コアの肌面側に位置する肌面シートと、前記吸収コアの非
肌対向側に位置する非肌面シートと、を有し、
　前記肌面シートと前記非肌面シートは、前記補助スリットと重なる領域で接合されてい
る、請求項２から請求項５のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記吸収コアには、前記補助スリットの内側縁に隣接する領域と、前記補助スリットの
外側縁に隣接する領域のいずれかにおいて、少なくとも前記吸収コアを厚さ方向に圧縮し
たプレス部が形成されている、請求項２から請求項６のいずれか１項に記載の吸収性物品
。
【請求項８】
　前記吸収性物品は、前記吸収コアの非肌対向側に位置する非肌面シートを有し、
　前記非肌面シートは、前記吸収性物品の非肌面を構成する外装シートを有し、
　前記外装シートは、エンボス部が形成されており、
　前記エンボス部は、前記補助スリットに重なる領域に配置されている、請求項１から請
求項７のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつのような吸収性物品に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、おむつにおける位置を示す目印部を有する吸収性物品が開示されてい
る。特許文献１の目印部は、吸収体と最外シートの間に位置する嵩高部材によって構成さ
れている。装着補助者は、嵩高部材を目印とすることによって、おむつ中心線と身体の中
心線を合わせることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－８６６６０号公報
【発明の概要】
【０００４】
　特許文献１の吸収性物品を装着する際は、着用者のへそに嵩高部材を合わせることがで
きる。しかし、吸収性物品を装着する際に着用者の衣服によってへそが隠れ、吸収性物品
の位置合わせができないことがあった。また、一般的に、寝た状態の大人の着用者に吸収
性物品を装着する際には、装着補助者は、着用者の正面側に位置せずに着用者の側面側に
位置した状態で、着用者に吸収性物品を装着する。装着補助者が着用者の側面側に位置し
た状態では、着用者のへそを視認し難く、吸収性物品の位置合わせを行い難いことがあっ
た。よって、着用者に対して吸収性物品を適切な位置に合わせることができないことがあ
った。
【０００５】
　また、着用者の側面側に位置した装着補助者がテープ型の吸収性物品を装着する際は、
例えば、着用者の身体の下に後胴回り域を敷いた状態で前胴回り域によって着用者の腹部
を覆い、次いで、後胴回り域において幅方向の外側に位置するファスンニングテープを幅
方向の外側に引っ張って、当該ファスニングテープを前胴回り域に止着する。このとき、
装着補助者がファスニングテープを幅方向の外側に引っ張ることにより、吸収性物品の幅
方向の位置がずれることがある。装着補助者が吸収性物品の幅方向のずれを直そうとして
も、吸収性物品によってへそが隠れ、着用者のへそに対する位置合わせを行い難いことが
あった。よって、着用者に対して吸収性物品を適切な位置に合わせることができないこと
があった。
【０００６】
　よって、着用者に対して吸収性物品を適切な位置に合わせることができる吸収性物品が
望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様に係る吸収性物品は、互いに直交する前後方向及び幅方向と、前記前後方向の中
央を含む股下域、前記股下域よりも前側に位置する前側域及び前記股下域よりも後側に位
置する後側域と、少なくとも前記股下域及び前記前側域に配置された吸収コアと、を有す
る吸収性物品であって、前記吸収コアには、前記前側域において前記前側に向かって前記
幅方向の外側に延び、着用者のそけい部に合わせる一対の前目印部が設けられており、前
記前目印部は、前記吸収性物品の肌面側及び吸収性物品の非肌面側から視認可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る吸収性物品を肌面側から見た平面図である。
【図２】実施形態に係る吸収性物品を非肌面側から見た平面図である。
【図３】実施の形態に係る吸収コアを肌面側から見た平面図である。
【図４】図１に示すＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】図１に示すＢ－Ｂ線に沿った断面における吸収体の変形態様を示す図である。
【図６】着用者に装着された状態の吸収性物品を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
　（１）実施形態の概要
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　一態様に係る吸収性物品は、互いに直交する前後方向及び幅方向と、前記前後方向の中
央を含む股下域、前記股下域よりも前側に位置する前側域及び前記股下域よりも後側に位
置する後側域と、少なくとも前記股下域及び前記前側域に配置された吸収コアと、を有す
る吸収性物品であって、前記吸収コアには、前記前側域において前記前側に向かって前記
幅方向の外側に延び、着用者のそけい部に合わせる一対の前目印部が設けられており、前
記前目印部は、前記吸収性物品の肌面側及び吸収性物品の非肌面側から視認可能である。
【００１０】
　本態様によれば、前側域の吸収コアには、吸収性物品の肌面側及び吸収性物品の非肌面
側から視認可能な前目印部が設けられている。前目印部は、前側に向かって幅方向の外側
に延びており、そけい部に沿うように配置される。そけい部は、衣服や装着中の吸収性物
品によって隠れ難く、着用者の側部側に位置する装着補助者から見やすい。着用者のそけ
い部に対して前目印部を合わせて、吸収性物品を適切な位置に合わせることができる。
【００１１】
　好ましい一態様によれば、前記前目印部は、前記吸収コアに形成されたスリットであっ
てよい。
【００１２】
　本態様によれば、吸収コアは、スリットである前目印部を基点として変形し易い。よっ
て、前目印部をそけい部に位置合わせするとともに、前目印部をそけい部に沿って配置で
きる。そのため、吸収性物品を適切な位置に合わせるとともに、吸収コアをそけい部に沿
わせて配置できる。また、スリットを基点に吸収コアが変形することにより、吸収性物品
の肌面及び非肌面におけるスリットの周囲には、皺が生じる。当該皺が目印となり、身体
の適切な位置に吸収性物品をより配置し易くなる。
【００１３】
　好ましい一態様によれば、前記吸収コアの肌面側に位置する肌面シートと、前記吸収コ
アの非肌対向側に位置する非肌面シートと、を有し、前記肌面シートと前記非肌面シート
は、前記スリットと重なる領域で接合されてよい。
【００１４】
　本態様によれば、肌面シートと非肌面シートが接合されていることにより、スリットが
肌面シート及び非肌面シートに密着し、スリットの視認性が向上する。スリットからなる
前目印部の視認性が向上することにより、吸収性物品を適切な位置により合わせ易くなる
。
【００１５】
　好ましい一態様によれば、前記吸収コアには、前記スリットの内側縁に隣接する領域と
、前記スリットの外側縁に隣接する領域のいずれかにおいて、少なくとも前記吸収コアを
厚さ方向に圧縮したプレス部が形成されてよい。
【００１６】
　本態様によれば、プレス部において吸収コアが圧縮され、前目印部を構成するスリット
の縁の視認性が高まり、前目印部の視認性を高めることができる。
【００１７】
　好ましい一態様によれば、前記吸収コアには、前記股下域において前記前後方向に延び
る一対の股下目印部が設けられており、前記股下目印部は、前記吸収性物品の肌面側及び
吸収性物品の非肌面側から視認可能である。
【００１８】
　本態様によれば、そけい部よりも股下側においても、股下目印部によって身体に対する
位置合わせを行うことができる。前目印部は、幅方向の外側に向かって延びており、股下
目印部は、前後方向に延びている。前目印部と股下目印部が延びる方向が異なるため、そ
の境界が目立ちやすい。そのため、そけい部に沿わせて配置すべき領域を把握し易くなり
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、吸収性物品を適切な位置により合わせ易くなる。
【００１９】
　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、前記吸収コアの非肌対向側に位置する非肌面
シートを有し、前記非肌面シートは、前記吸収性物品の非肌面側から視認可能な印刷部を
有し、前記印刷部は、前記前目印部の外側縁に重なる第１印刷部と、前記股下目印部の外
側縁に重なる第２印刷部と、を有してよい。
【００２０】
　本態様によれば、装着補助者は、第１印刷部によって前目印部を把握し易くなり、第２
印刷部によって股下目印部を視認し易くなる。前目印部と股下目印部の境界を把握し、そ
けい部に沿わせて配置すべき領域を把握し易くなり、吸収性物品を適切な位置により合わ
せ易くなる。
【００２１】
　好ましい一態様に係る吸収性物品は、前記前目印部の幅は、前記股下目印部の幅よりも
短くてよい。
【００２２】
　本態様によれば、装着補助者は、前目印部と股下目印部を区別して把握し易くなる。前
目印部と股下目印部の境界を把握し、そけい部に沿わせて配置すべき領域を把握し易くな
り、吸収性物品を適切な位置により合わせ易くなる。
【００２３】
　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、前記吸収コアの非肌対向側に位置する非肌面
シートを有し、前記非肌面シートは、前記吸収性物品の非肌面を構成する外装シートを有
し、前記外装シートは、エンボス部が形成されており、前記エンボス部は、前記前目印部
に重なる領域に配置されてよい。
【００２４】
　本態様によれば、エンボス部によって非肌面シートの厚さが薄くなる。よって、吸収性
物品の非肌面側からの前目印部の視認性を向上できる。
【００２５】
　（２）吸収性物品の実施形態
　以下、図面を参照して、実施形態に係る使い捨ておむつについて説明する。なお、以下
の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。た
だし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意す
べきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきである。
また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００２６】
　図１は、本実施形態に係る吸収性物品１０を肌面側から見た平面図であり、図２は、吸
収性物品１０を非肌面側から見た平面図であり、図３は、実施形態に係る吸収コア５０を
肌面側から見た平面図である。図１から図３に示す平面図は、吸収性物品１０を皺が形成
されない状態まで伸張させた伸長状態を示している。図４は、図１に示すＡ－Ａ線に沿っ
た断面図である。図５は、Ｂ－Ｂ線に沿った吸収体の断面図である。本実施の形態の吸収
性物品１０は、展開型の大人用の吸収性物品であるが、これに限定されない。吸収性物品
１０は、パンツ型の吸収性物品であってもよいし、子供用の吸収性物品であってもよい。
【００２７】
　吸収性物品１０は、互いに直交する前後方向Ｌ及び幅方向Ｗを有する。前後方向Ｌは、
身体前側と身体後側とに延びる方向によって規定される。言い換えると、前後方向Ｌは、
展開された吸収性物品１０において前後に延びる方向である。また、吸収性物品１０は、
前後方向Ｌと幅方向Ｗの両方に直交する厚さ方向Ｔを有する。厚さ方向Ｔは、着用者側に
向かう肌面側Ｔ１と、着用者から離れる側の非肌面側Ｔ２と、に延びる。本明細書におい
て、「肌面側」は、使用中に着用者の肌に面する側に相当する。「非肌面側」は、使用中
に着用者の肌とは反対に向けられる側に相当する。
【００２８】
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　吸収性物品１０は、前側域Ｓ１と、後側域Ｓ２と、股下域Ｓ３と、を有する。前側域Ｓ
１は、使用時に着用者の身体前側に面する。後側域Ｓ２は、使用時に着用者の身体後側に
面する。股下域Ｓ３は、前側域Ｓ１と後側域Ｓ２との間に位置し、使用時に着用者の股下
に配置される。股下域Ｓ３は、吸収コア５０によって規定できる。具体的には、くびれ部
５１を有する吸収コア５０においては、吸収コア５０のくびれ部５１が形成された領域が
股下域の前後方向の領域となる。くびれ部５１を有しない吸収コア５０においては、吸収
コア５０の前後方向の長さを三等分したうちの中央の領域が股下域の前後方向の領域とな
る。本実施の形態では、吸収コアのくびれ部５１の前端縁が、股下域Ｓ３と前側域Ｓ１の
境界を規定し、吸収コアのくびれ部５１の後端縁が、股下域Ｓ３と後側域Ｓ２の境界を規
定している。
【００２９】
　吸収性物品１０は、脚回り開口部６５を有する。脚回り開口部６５は、吸収性物品の本
体部（吸収性物品において後述するファスニングテープ９４を除いた部分）の外側縁にお
いて幅方向Ｗの内側に凹んだ部分である。なお、本実施の形態において外側縁は、幅方向
の外側の端縁であり、内側縁は、幅方向の内側の端縁である。
【００３０】
　吸収性物品１０は、少なくとも股下域Ｓ３及び前側域Ｓ１に配置された吸収コア５０を
有する。吸収コア５０は、股下域Ｓ３から前側域Ｓ１及び後側域Ｓ２へ延びていてよい。
吸収コア５０は、例えば粉砕パルプもしくは高吸収性ポリマー（ＳＡＰ）、又はこれらの
混合物を含む吸収材料の積層体であってよい。図４に示すように、吸収性物品１０は、吸
収コア５０と、コアラップ５６と、を含む吸収体を有してよい。コアラップ５６は、吸収
コア５０の肌面側と非肌面側を覆うように配置され、例えば、ティッシュや不織布シート
であってよい。吸収コアの構成については、後述にて詳細に説明する。
【００３１】
　吸収性物品１０は、吸収コア５０の肌面側Ｔ１に位置する肌面シート４１と、吸収コア
５０の非肌面側Ｔ２に位置する非肌面シート４２と、を有してよい。肌面シート４１は、
吸収コア５０の肌面側Ｔ１に位置するコアラップ５６と、表面シート４１ａと、サイドシ
ート４１ｂと、を有してよい。表面シート４１ａは、液透過性を有し、吸収コア５０の少
なくとも幅方向Ｗの中心を覆うように配置されてよい。サイドシート４１ｂは、疎水性を
有する不織布からなり、吸収コア５０の幅方向Ｗの中心よりも幅方向Ｗの外側において、
幅方向Ｗにおける表面シート４１ａの両側部を覆うように配置されてよい。非肌面シート
４２は、吸収コア５０よりも非肌面側Ｔ２に設けられてよい。非肌面シート４２は、吸収
コア５０の非肌面側Ｔ２に位置するコアラップ５６と、液不透過性のバックフィルム４２
ａと、バックフィルム４２ａの非肌面側Ｔ２に配置された不織布からなる外装シート４２
ｂと、を有してよい。
【００３２】
　吸収性物品１０は、脚回り開口部６５に配置される脚回り弾性部材６７を有してよい。
脚回り弾性部材６７は、脚回り開口部６５に沿って配置されており、脚回り開口部６５を
着用者の脚回りにフィットさせる。脚回り弾性部材６７は、サイドシート４１ｂとバック
フィルム４２ａの間に配置されている。脚回り弾性部材６７は、前後方向Ｌに伸縮可能で
あり、前後方向Ｌに沿って配置されてよい。
【００３３】
　吸収性物品１０は、後側域Ｓ２の幅方向Ｗの両外側部に設けられたファスニングテープ
９４を有してよい。ファスニングテープ９４は、前側域Ｓ１の非肌面に係合する係合部９
６を有してよい。
【００３４】
　次いで、吸収コア５０の構成について詳細に説明する。吸収コア５０には、前目印部が
設けられている。前目印部は、着用時に着用者のそけい部に位置合わせするための印であ
り、吸収性物品の肌面側Ｔ１及び非肌面側Ｔ２から視認可能である。本実施の形態の前目
印部は、吸収コア５０に形成され補助スリット５４によって構成されている。
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【００３５】
　前目印部としての補助スリット５４は、肌面シート４１を介して、吸収性物品の肌面側
Ｔ１から視認可能に構成され、非肌面シート４２を介して、吸収性物品１０の非肌面側Ｔ
２から視認可能に構成されている。なお、本発明における「視認可能」とは、昼白色（色
温度目安 ４６００～５４００ Ｋ（ケルビン））で明るく照明された室内(目安：５００
～７５０ ｌｘ（ルクス））で約３０～５０ｃｍの距離で、良好な視力（１．０以上）を
両眼に有する被験者が対象物を見たときに視認できる事を意味している。
【００３６】
　本実施の形態において、スリットは、吸収コア５０を構成する吸収材料が実質的に配置
されていない部分である。スリットは、吸収材料の坪量が０の部分又は周囲からの零れた
吸収材料が配置されているが、設計上の吸収材料が０の部分である。スリットは、吸収コ
ア５０が力を受けた際に、変形を吸収したり、変形の基点となったりする。スリットは、
一対の補助スリット５４、一対のサイドスリット５２及び中央スリット５５を有してよい
。サイドスリット５２は、本発明の股下目印部を構成する。
【００３７】
　図３に示すように、吸収コア５０は、一対のサイドスリット５２によって挟まれた第１
領域Ｒ１と、サイドスリット５２と吸収コア５０の外側縁５０Ｓの間に位置する第２領域
Ｒ２と、一対の補助スリット５４によって挟まれた第３領域Ｒ３と、補助スリット５４と
吸収コア５０の外側縁の間に位置する第４領域Ｒ４と、を有してよい。図３において、第
１領域Ｒ１、第２領域Ｒ２、第３領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４に異なる斜線を付して示す。
第２領域Ｒ２は、各サイドスリット５２の幅方向Ｗの外側に位置し、一対で設けられてい
る。第１領域Ｒ１及び第２領域Ｒ２は、サイドスリット５２から幅方向Ｗに沿って延びる
領域である第３領域Ｒ３は、各補助スリット５４の幅方向Ｗの外側に位置し、一対で設け
られている。第３領域Ｒ３及び第４領域Ｒ４は、補助スリット５４から幅方向Ｗに沿って
延びる領域である。
【００３８】
　補助スリット５４は、吸収コア５０を厚さ方向Ｔに変形させるように構成されてよい。
吸収コア５０は、着用時等に力を受けた際に、補助スリット５４を基点として変形するよ
うに構成されている。補助スリット５４は、サイドスリット５２よりも前側に位置し、少
なくとも前側域Ｓ１に配置されてよい。補助スリット５４の前端縁５４Ｆは、前側域Ｓ１
に配置され、補助スリット５４の後端縁５４Ｒは、股下域Ｓ３に配置されてよい。補助ス
リット５４の少なくとも一部は、前側域Ｓ１において前側に向かって幅方向Ｗの外側に延
びている。
【００３９】
　本実施の形態の前目印部は、補助スリット５４によって構成されているが、前目印部は
、これに限定されない。前目印部は、吸収性物品１０の肌面側Ｔ１及び非肌面側Ｔ２から
視認可能な構成であればよく、吸収コア５０の吸収材料の坪量が周囲よりも低い低坪量領
域、吸収コア５０を厚さ方向Ｔに圧縮した圧搾部、吸収コア５０に形成されたスリット、
及び吸収コア５０の剛性差のうち少なくともいずれかによって構成されてよい。
【００４０】
　本実施の形態の前目印部は、補助スリット５４によって構成され、股下目印部を構成す
るサイドスリット５２と連なっている。補助スリット５４は、サイドスリット５２と一体
化していてもよいし、離間していてもよい。補助スリット５４の後端縁５４Ｒは、サイド
スリット５２の前端縁５２Ｆに連なってよい。補助スリット５４の後端縁５４Ｒは、吸収
性物品１０の前後方向Ｌの中心よりも前側に位置してよく、吸収コア５０の前後方向Ｌの
中心よりも前側に位置してよい。
側に延びている。
【００４１】
　前目印部を構成する補助スリット５４は、前側に向かって幅方向Ｗの外側に延びており
、着用者のそけい部に沿うように配置される。そけい部は、衣服や装着中の吸収性物品に
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よってに隠れ難く、着用者の側部側に位置する装着補助者から見やすい。よって、装着す
る際に、着用者のそけい部に対して補助スリット５４を合わせて、吸収性物品１０を適切
な位置に合わせることができる。また、装着した後に、吸収性物品１０の非肌面側Ｔ２か
ら補助スリット５４を視認して、補助スリット５４がそけい部に対応する位置であるかを
確認することができる。よって、装着補助者は、正しい位置に吸収性物品が装着されたか
否かを吸収性物品の非肌面側から把握することができる。
【００４２】
　また、前目印部が補助スリット５４であることにより、吸収コア５０は、着用時に補助
スリット５４を基点として変形し易い。よって、補助スリット５４をそけい部に位置合わ
せするとともに、補助スリット５４をそけい部に沿って配置できる。そのため、吸収性物
品を適切な位置に合わせるとともに、吸収コア５０をそけい部に沿わせて配置できる。ま
た、図６に示すように、補助スリット５４を基点に吸収コア５０が変形することにより、
吸収性物品１０の肌面及び非肌面における補助スリット５４の周囲には、皺が生じる。当
該皺が目印となり、補助スリット５４をそけい部に対してより配置し易くなる。
【００４３】
　吸収性物品１０の前側域Ｓ１は、補助スリット５４を基点として変形する。補助スリッ
ト５４は、前側に向かって幅方向の外側に延びており、そけい部に沿うように変形する。
補助スリット５４間の第３領域Ｒ３は、そけい部間の身体の膨らみを覆い、補助スリット
５４よりも幅方向Ｗの外側の第４領域Ｒ４は、第３領域Ｒ３よりも肌面側Ｔ１に曲がる。
前側域Ｓ１が幅方向Ｗに沿う断面において、身体を覆うような曲線状に変形する。
【００４４】
　図５に示すように、補助スリット５４と重なる領域において、肌面シート４１と非肌面
シート４２が接合されていてよい。本実施の形態では、肌面シート４１としてのコアラッ
プ５６と、非肌面シート４２としてのコアラップ５６と、が補助スリット５４と重なる領
域で接合されている。肌面シート４１と非肌面シート４２が接合されていることにより、
補助スリット５４が肌面シート４１及び非肌面シート４２に密着し、補助スリット５４の
視認性が向上する。前目印部の視認性が向上することにより、吸収性物品を適切な位置に
より合わせ易くなる。
【００４５】
　また、補助スリット５４の視認性を高めるために、補助スリット５４の内側縁及び外側
縁において厚さ方向Ｔに圧縮したプレス加工を施してもよい。補助スリット５４の内側縁
及び外側縁にプレス加工を施すことにより、補助スリット５４の縁の視認性が高まり、前
目印部の視認性を高めることができる。
【００４６】
　吸収コア５０は、股下目印部を有してよい。股下目印部は、着用時に着用者の股下に位
置合わせするための印であり、吸収性物品の肌面側Ｔ１及び非肌面側Ｔ２から視認可能で
ある。本実施の形態の股下目印部は、吸収コア５０に形成されサイドスリット５２によっ
て構成されている。股下目印部としてのサイドスリット５２は、肌面シート４１を介して
、吸収性物品１０の肌面側Ｔ１から視認可能に構成され、非肌面シート４２を介して、吸
収性物品１０の非肌面側Ｔ２から視認可能に構成されている。
【００４７】
　本実施の形態の股下目印部は、サイドスリット５２によって構成されているが、股下目
印部は、これに限定されない。股下目印部は、吸収性物品１０の肌面側Ｔ１及び非肌面側
Ｔ２から視認可能な構成であればよく、吸収コア５０の吸収材料の坪量が周囲よりも低い
低坪量領域、吸収コア５０を厚さ方向Ｔに圧縮した圧搾部、吸収コア５０に形成されたス
リット、及び吸収コア５０の剛性差のうち少なくともいずれかによって構成されてよい。
【００４８】
　サイドスリット５２は、少なくとも股下域Ｓ３に配置されてよい。サイドスリット５２
の前端縁５２Ｆは、股下域Ｓ３に配置され、サイドスリット５２の後端縁５２Ｒは、股下
域Ｓ３に配置されてよい。サイドスリット５２は、少なくとも前後方向Ｌに延びていれば
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よく、前後方向Ｌに沿っていてもよいし、前後方向Ｌに対して傾斜する部分を有してもよ
い。サイドスリット５２の幅方向Ｗの長さは、一定であってもよいし、変化していてもよ
い。サイドスリット５２は、吸収コア５０の幅方向Ｗの中心に設けられなく、吸収コア５
０の幅方向Ｗの中心に対して対称に一対で設けられてよい。
【００４９】
　吸収コア５０にサイドスリット５２を設けることにより、そけい部よりも股下側におい
てサイドスリット５２によって身体に対する位置合わせを行うことができる。サイドスリ
ット５２は、前後方向Ｌに延びており、装着時に股下域Ｓ３を身体の前後方向Ｌに沿って
配置し易くなる。また、装着後には、吸収性物品１０の非肌面側Ｔ２から股下域Ｓ３が正
しく配置されたか否かを把握できる。補助スリット５４は、幅方向Ｗの外側に向かって延
びており、サイドスリット５２は、前後方向Ｌに延びている。補助スリット５４とサイド
スリット５２が延びる方向が異なるため、その境界が目立ちやすい。そのため、そけい部
に沿わせて配置すべき領域を把握し易くなり、吸収性物品１０を適切な位置により合わせ
易くなる。
【００５０】
　また、股下目印部がサイドスリット５２であることにより、吸収コア５０は、着用時に
サイドスリット５２を基点として変形し易い。具体的には、吸収性物品１０が着用された
状態で、吸収性物品１０が両脚によって挟まれることにより、股下域Ｓ３には、脚によっ
て幅方向Ｗの内側に向かう力がかかる。股下域Ｓ３の吸収体に幅方向Ｗの内側に向かう力
がかかると、吸収コア５０のサイドスリット５２が変形し、第２領域Ｒ２が幅方向Ｗの内
側に移動し、吸収コア５０の幅方向Ｗの長さが短くなる。吸収コア５０は、股下域Ｓ３に
おいてサイドスリット５２によって幅方向の内側に入り込むことができる。股下域Ｓ３に
おける吸収コア５０の幅方向の長さが短くことにより、吸収コア５０が股間内に収まり易
くなり、着用時の違和感を抑制できる。よって、サイドスリット５２によって股下に対し
て位置合わせするとともに、股下域Ｓ３を両脚間の領域に配置できる。そのため、吸収性
物品を適切な位置に合わせし、吸収コアをより好適なコンパクトな状態で配置できる。
【００５１】
　図４に示すように、サイドスリット５２と重なる領域において、肌面シート４１と非肌
面シート４２が接合されていてよい。本実施の形態では、肌面シート４１としてのコアラ
ップ５６と、非肌面シート４２としてのコアラップ５６と、がサイドスリット５２と重な
る領域で接合されている。肌面シート４１と非肌面シート４２が接合されていることによ
り、サイドスリット５２が肌面シート４１及び非肌面シート４２に密着し、サイドスリッ
ト５２の視認性が向上する。サイドスリット５２の視認性が向上することにより、吸収性
物品を適切な位置により合わせ易くなる。
【００５２】
　また、サイドスリット５２の視認性を高めるために、サイドスリット５２の内側縁及び
外側縁において厚さ方向Ｔに圧縮したプレス加工を施してもよい。サイドスリット５２の
内側縁及び外側縁にプレス加工を施すことにより、サイドスリット５２の縁の視認性が高
まり、股下目印部の視認性を高めることができる。
【００５３】
　補助スリット５４の幅は、サイドスリット５２の幅よりも短くてよい。サイドスリット
５２の幅は、サイドスリット５２の長手方向と直交する方向の長さであり、前後方向Ｌに
延びるサイドスリット５２にあっては、幅方向の長さである。同様に、補助スリット５４
の幅は、補助スリット５４の長手方向と直交する方向の長さであり、前後方向Ｌに延びる
補助スリット５４にあっては、幅方向の長さである。サイドスリット５２と補助スリット
５４が一体化した形態にあっては、サイドスリット５２と補助スリット５４の境界は、幅
が変化する部分であってよい。なお、サイドスリット５２の幅及び補助スリット５４の幅
が変化する構成にあっては、補助スリット５４の最大幅がサイドスリット５２の最大幅よ
りも短くてもよいし、補助スリット５４の平均幅がサイドスリット５２の平均幅よりも短
くてもよい。
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【００５４】
　補助スリット５４は、前側域Ｓ１においてそけい部に対して位置合わせするための印で
あり、股下域Ｓ３に設けられたサイドスリット５２よりも視認され易い。よって、補助ス
リット５４の幅がサイドスリット５２の幅よりも短くても、前目印部の機能を発揮し易い
。また、補助スリット５４の幅とサイドスリット５２の幅が異なることにより、装着補助
者は、補助スリット５４とサイドスリット５２を区別して把握し易くなる。補助スリット
５４とサイドスリット５２の境界を把握し、そけい部に沿わせて配置すべき領域を把握し
易くなり、吸収性物品１０を適切な位置により合わせ易くなる。
【００５５】
　また、補助スリット５４の幅方向の長さが長すぎると、吸収コア５０が変形する部分の
幅方向の長さが長く、吸収コア５０を身体に沿わせて配置する部分の長さが短くなり、前
側域Ｓ１における漏れが発生するおそれがある。しかし、補助スリット５４の幅がサイド
スリット５２の幅よりも短いため、前側域Ｓ１における吸収コア５０の幅方向の長さを確
保し、前側域Ｓ１における漏れを抑制できる。図６に示すように、前側域Ｓ１における漏
れを抑制しつつ着用者のそけい部に沿うように吸収コア５０がフィットできる。
【００５６】
　股下域Ｓ３における着用時の違和感を抑制するとともに、前側域Ｓ１における漏れを抑
制しつつ着用者のそけい部に沿うようにフィットできる効果をより得るために、補助スリ
ット５４の幅は、サイドスリット５２の幅に対する１／２以下であってよい。サイドスリ
ット５２による幅方向の内側に移動する距離を確保しつつ、前側域Ｓ１における幅方向の
内側に移動する距離を抑制できる。
【００５７】
　中央スリット５５は、幅方向Ｗにおいてサイドスリット５２の間に位置し、かつ前後方
向Ｌに延びてよい。中央スリット５５は、幅方向においてサイドスリット５２と離間し、
幅方向において補助スリット５４と離間してよい。中央スリット５５の少なくとも一部は
、股下域Ｓ３に配置されてよい。中央スリット５５の前端縁５５Ｆは、股下域Ｓ３に配置
され、中央スリット５５の後端縁５５Ｒは、後側域Ｓ２に配置されてよい。中央スリット
５５は、サイドスリット５２よりも後側に偏倚してよく、中央スリット５５の前端縁は、
サイドスリット５２の前端縁５２Ｆよりも後側に位置してよい。中央スリット５５は、少
なくとも前後方向Ｌに延びていればよく、前後方向Ｌに沿っていてもよいし、前後方向Ｌ
に対して傾斜する部分を有してもよい。
【００５８】
　中央スリット５５によって第１領域Ｒ１が厚さ方向Ｔに曲がりやすくなり、吸収体全体
の幅方向の長さをより短くできる。より詳細には、着用時に幅方向の外側から内側に向か
う力がかかった際に、第１領域Ｒ１の外側縁（サイドスリット５２）を起点として、第１
領域Ｒ１の内側縁が肌面側に向かうように、吸収コア５０が変形し易い。よって、吸収コ
ア５０の幅方向の長さがより短くなり易い。股下域Ｓ３の吸収コア５０は、吸収コア５０
の幅方向の中心を頂点とした凸形状となるように変形し、吸収コア５０全体の幅方向の長
さをより短くできる。
【００５９】
　また、吸収性物品１０を使用する際に、吸収性物品１０の肌面側に吸収パッドを重ねて
使用することがある。このとき、股下域Ｓ３においては、吸収コア５０の第２領域Ｒ２が
第１領域Ｒ１の肌面側Ｔ１に移動することにより、吸収コア５０の肌面が着用者側に押し
上げられ、吸収パッドを肌面に近づけて配置できる。吸収パッドを身体にフィットさせ、
漏れをより抑制できる。前側域Ｓ１においては、補助スリット５４を基点に第４領域Ｒ４
が第３領域Ｒ３に対して肌面側に立ち上がるように変形する。第３領域に吸収パッドを配
置することにより、吸収パッドの外側縁を第４領域によって挟むように保持できる。この
ように、吸収パッドを保持した状態で、吸収コア５０がそけい部に沿って変形するため、
吸収パッドをそけい部間の領域に沿わせて配置できる。
【００６０】
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　第３領域Ｒ３の幅方向Ｗの最大長さは、第１領域Ｒ１の幅方向の最大長さよりも長くて
よい。補助スリット５４によって挟まれた第３領域Ｒ３は、サイドスリット５２によって
挟まれた第１領域Ｒ１よりも幅方向Ｗの長さを確保でき、広い範囲で吸収コア５０によっ
て身体を覆うことができる。前側域Ｓ１における吸収コア５０の幅方向の長さを確保し、
前側域Ｓ１における漏れを抑制できる。
【００６１】
　サイドスリット５２は、吸収コア５０の外側縁５０Ｓよりも幅方向の内側に位置し、吸
収コア５０の外側縁５０Ｓに到達してなくてよい。この構成によれば、サイドスリット５
２よりも幅方向Ｗの外側に吸収材料が存在する。当該吸収材料でサイドスリット５２によ
って拡散した体液を保持し、横漏れを抑制できる。
【００６２】
　サイドスリット５２の後端縁５２Ｒは、股下域Ｓ３内に位置しており、サイドスリット
５２が後側域Ｓ２に到達していなくてよい。この構成によれば、吸収体の幅方向Ｗの長さ
が短くなる領域が後側域Ｓ２に到達し難く、後側域Ｓ２の吸収コア５０を広い幅で身体に
当て漏れを抑制できる。
【００６３】
　補助スリット５４は、吸収コア５０の外側縁５０Ｓよりも幅方向の内側に位置し、吸収
コア５０の外側縁５０Ｓに到達してなくてよい。この構成によれば、吸収コア５０の外側
縁が補助スリット５４によって変形せずに、吸収コア５０の外側縁を身体に対して面状に
当てることができる。よって、前側域Ｓ１における漏れをより抑制できる。また、補助ス
リット５４がスリットによって構成されている形態にあっては、補助スリット５４よりも
幅方向の外側に吸収材料が存在する。当該吸収材料で補助スリット５４によって拡散した
体液を保持し、横漏れを抑制できる。
【００６４】
　第２領域Ｒ２よりも幅方向の外側には、前後方向Ｌに収縮する脚回り弾性部材６７が設
けられてよい。脚回り弾性部材６７の収縮によって第２領域Ｒ２を肌面側Ｔ１に引き上げ
、着用時に幅方向の外側から内側に向かう力がかかった際に、第２領域Ｒ２が第１領域Ｒ
１の肌面側Ｔ１かつ幅方向の内側に移動し易くなる。よって、吸収コア５０の幅方向の長
さが短くなり易い。
【００６５】
　吸収コア５０は、吸収コア５０の最大幅よりも幅方向Ｗの長さが短いくびれ部５１を有
してよい。吸収コア５０の最大幅５０Ｍの領域は、前側域Ｓ１と股下域Ｓ３に跨がって配
置されるとともに、後側域Ｓ２と股下域Ｓ３に跨がって配置されている。吸収コア５０の
くびれ部５１は、股下域Ｓ３に配置されてよい。着用者の股間に挟まれる股下域Ｓ３の吸
収コア５０の幅方向Ｗの長さが短いため、着用者の股間内に吸収コア５０が収まり易く、
着用時の違和感を抑制できる。くびれ部５１の前後方向Ｌの中心５１ＣＬは、吸収性物品
１０の前後方向Ｌの中心１０ＣＬよりも前側に位置してよい。吸収性物品１０の前側にお
いて吸収体の幅方向Ｗの長さを短くする効果を得易い。
【００６６】
　非肌面シートは、吸収性物品の非肌面側Ｔ２から視認可能な印刷部８１、８２を有して
よい。印刷部は、補助スリット５４の外側縁に重なる第１印刷部８１と、サイドスリット
５２の外側縁に重なる第２印刷部８２と、を有してよい。印刷部は、吸収性物品の非肌面
側Ｔ２から視認可能に構成されてよい。本実施の形態の印刷部は、バックフィルム４２ａ
に設けられており、外装シート４２ｂを介して視認可能に構成されている。装着補助者は
、第１印刷部８１によって補助スリット５４を把握し易くなり、第２印刷部８２によって
サイドスリット５２を視認し易くなる。補助スリット５４とサイドスリット５２の境界を
把握し、そけい部に沿わせて配置すべき領域を把握し易くなり、吸収性物品を適切な位置
により合わせ易くなる。
【００６７】
　第１印刷部８１及び第２印刷部８２は、吸収性物品の前後方向の全域に設けられていて
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もよいし、吸収コアの前後方向の全域に設けられていてもよいし、補助スリット５４及び
サイドスリット５２と重なる領域のみに設けられていてもよい。本実施の形態の第１印刷
部８１及び第２印刷部８２は、吸収性物品の前後方向の全域に亘って前後方向に設けられ
ている。第１印刷部８１及び第２印刷部８２は、それぞれを区別し易くするために、幅方
向において離間していることが好ましい。
【００６８】
　非肌面シートの外装シート４２ｂには、エンボス部４５が形成されてよい。エンボス部
４５は、外装シート４２ｂを厚さ方向Ｔに圧縮した部分である。エンボス部４５は、少な
くとも補助スリット５４に重なる領域に配置されてよい。エンボス部によって非肌面シー
トの厚さが薄くなる。よって、吸収性物品の非肌面側からの補助スリット５４の視認性を
向上できる。エンボス部４５によって非肌面シート４２の厚さが薄くなる。よって、吸収
性物品１０の非肌面側Ｔ２からの補助スリット５４の視認性を向上できる。また、エンボ
ス部４５は、サイドスリット５２に重なるように設けられていてもよい。吸収性物品１０
の非肌面側Ｔ２からのサイドスリット５２の視認性も向上できる。
【００６９】
　エンボス部４５は、外装シート４２ｂの全域に設けられていてもよいし、吸収コア５０
と重なる全領域に設けられていてもよいし、補助スリット５４及びサイドスリット５２と
重なる領域のみに設けられていてもよい。本実施の形態のエンボス部４５は、外装シート
４２ｂの全域に亘って格子状に設けられている。
【００７０】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、
例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではな
い。
【符号の説明】
【００７１】
１０　　：吸収性物品
４１ａ　　：表面シート（肌面シート）
４１ｂ　　：サイドシート（肌面シート）
４２ａ　　：バックフィルム（非肌面シート）
４２ｂ　　：外装シート（非肌面シート）
５０　　：吸収コア
５２　　：サイドスリット
５４　　　：補助スリット（前目印部）
５５　　：中央スリット
５６　　：コアラップ（肌面シート及び非肌面シート）
Ｒ１　　：第１領域
Ｒ２　　：第２領域
Ｒ３　　：第３領域
Ｒ４　　：第４領域
Ｓ１　　：前側域
Ｓ２　　：後側域
Ｓ３　　：股下域
Ｌ　　　：前後方向
Ｔ　　　：厚さ方向
Ｔ１　　：肌面側
Ｔ２　　：非肌面側
Ｗ　　　：幅方向
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